
 

 
 
                                     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

【改善事例】 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年８月 30 日

災害用伝言ダイヤル(１７１)の公衆電話等への案内表示の推進（回答） 

―行政苦情処理委員会の意見を踏まえたあっせんに対するＮＴＴ西日本の回答― 

わかばやし しげよし

総務省中部管区行政評価局（局長：若 林 成嘉）は、次の行政相談を受け、行政苦情処理委員会
にし じょういちろう

（座長：西  譲 一郎 元東海銀行副頭取）の意見を踏まえて、平成 29 年３月 23 日に、西日本電信

電話株式会社(以下「ＮＴＴ西日本」という。)名古屋支店に対してあっせんしました。 

このたび、ＮＴＴ西日本名古屋支店から、①公衆電話への「案内シール」の貼付の依頼を完了、

②名古屋駅など主要駅の公衆電話管理者に「災害用伝言ダイヤルを容易に認識できるような表示」

を設けることを要請し了承を得た等との回答がありました。 

（行政相談の要旨） 

災害用伝言ダイヤル(１７１)は、公衆電話と共に、大規模災害時に家族等の安否確認を行う

ための通信手段として重要な役割を担うものである。 

しかし、名古屋市内の主要駅構内のコンコースや地下街などに設置されている公衆電話をみ

ると、災害用伝言ダイヤルの案内表示が設けられていないものがある。 

ＮＴＴ西日本名古屋支店は、利用者への周知・啓発を図るため、平時から公衆電話付近に、災

害用伝言ダイヤルの案内表示を徹底してほしい。 

（あっせん要旨） 

ＮＴＴ西日本名古屋支店は、次の事項について実施する必要がある。 

①  災害用伝言ダイヤルとその利用方法の周知 

(a) 公衆電話へ貼付するために作成した「案内シール」の着実な表示に努めること。また、保

守点検等、適宜の機会を捉えて「案内シール」の貼付状況を確認し、その徹底を図るよう努

めること 

(b)  災害発生時に多くの利用者が想定される主要駅（名古屋駅、栄駅、金山駅、豊橋駅など）

に設置された公衆電話付近に、「災害用伝言ダイヤルを容易に認識できるような表示」を設

けることについて公衆電話管理者に対して要請するよう努めること 

② 大規模災害発生時に利用者が特定の公衆電話に集中すること等を緩和するための措置とし

て、上記の要請の際に、周辺に所在する公衆電話の設置場所を案内することについて検討する

こと（ＮＴＴ西日本ホームページに掲載されている公衆電話の設置場所、当該ホームページア

ドレス（ＵＲＬ）など） 

（回答要旨） 

① 公衆電話への「案内シール」貼付は、公衆電話管理者への依頼を完了。今後、保守点検など

の機会を捉え、貼付状況の確認を実施。また、主要駅（名古屋駅、栄駅、金山駅、豊橋駅など）

の公衆電話管理者に「災害用伝言ダイヤルを容易に認識できるような表示」を設けることを要

請し、了承を得た。 

② 主要駅(名古屋駅、栄駅、金山駅、豊橋駅など)の公衆電話管理者に、上記①を要請した際、

公衆電話の設置場所を公表しているＮＴＴ西日本ホームページのアドレス(ＵＲＬ)を、当該表

示の中に盛り込むことにより公衆電話の設置場所を利用者に案内することを要請し、了承を得

た。
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○ ＪＲ名古屋駅コンコース 

（改善前） （改善後） 

「案内シール」を公衆電話の下部に貼付

「災害用伝言ダイヤルを容易に認識でき、公 

衆電話の設置場所を公表しているＮＴＴ西日 

本ホームページのアドレス（ＵＲＬ）が掲載

された表示」を壁面に貼付（別添参照） 

○ 栄地下街  ○ 地下鉄金山駅

【本件照会先】 

総務省中部管区行政評価局 

首席行政相談官 杉浦 勝 

行政相談官 柴田 信彦 

電話：052-972-7416 
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別 添
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